
広島高裁長官視察基本日程

（松江）

事務局長

長官秘書官

同行

随行

9月6日 （水）
'

10 :00 高裁松江支部、松江地・家裁、松江簡裁着

管内状況報告､(高裁支部長及び所長）

部総括裁判官等との懇談会

小憩（5分）

一般職幹部職員との懇談会

支部長、所長及び部総括との昼食会

小憩（5分）

庁内巡視

小憩（5分）

陪席裁判官との懇談会

高裁松江支部、松江地・家裁、松江簡裁発

分
分
０
０

４
５10 : 40

40分

40分

11 ： 35

12： 15
、

45分13 ： 00

60分13 ： 5O

L

15 ： 00 (高裁庁用車）

ー

へ

I
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広島高裁長官視察基本日程

(津山）

行
行
同
随

事務局長

長官秘書官

〕

令和5年9月1 1日 （月）

広島駅発（のぞみ10号）

岡山駅着

岡山駅発（岡山庁用車）

岡山地家裁津山支部・津山簡裁着

小憩（5分）

管内状況報告

小憩（5分）

庁内巡視

裁判官との昼食会

移動（5分）

9 ： 07

9 ： 42

9 ： 45，

11 ： 20

20分11 ： 25

25分

45分

11 ： 50

123 ．15

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

（10分）

岡山地家裁津山支部・津山簡裁発（岡岡山地家裁津山支部・津山簡裁発（岡

60分13 ： 05

山庁用車）

岡山駅着

岡山駅発（のぞみ35号）

14： 15

16･ : 00

16 ： 26

'



）

〕

広島高裁長官視察基本日程
0

（三次）

事務局長

長官秘書官

行
行
同
随』

5日 （月）

広島地・家裁三次支部、三次簡裁着

管内状況報告

(10分）

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

（小憩5分）

庁内巡視

(10分) "

令和5年9月2
U

9 ： 30

20分

50分10 ： 00
1

25分10： 55

広島地・家裁三次支部､三次簡裁発（高裁庁用車）11 : 30

』



U

広島高裁長官視察基本日程

（西郷）

事務局長

長官秘書官

同行

随行

日 （火）

松江地・家裁西郷支部､西郷簡裁着

（小憩5分）

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

（小憩10分）

庁内巡視

※裁判官宿舎（西郷町宿舎）外観視

松江地・家裁西郷支部《西郷簡裁発

外観視

令和5年9月

10 ： 05

26日

50分10 ： 10

30分11 ： 10

察を含む。

11 ： 40

ｔ

Ｉ



広島高裁長官視察基本日程

（益田・浜田）

．同行

随行

9日 （木）

松江地・家裁益田支部、益田簡裁着 ’

管内状況報告

※浜田支部分も併せて行う。

庁内巡視

裁判官との昼食会

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

松江地・家裁益田支部、益田簡裁発（高裁庁用車）

事務局長

長官秘書官

令和5年10月1

11 : 10

40分

分
分
５
５

２
４

11 : 50

12 ： 15

13 ： 05

13 ： 3．0

14 : 30

14 ： 35

15 : 00

15 ： 40

「

20分

松江地・家裁浜田支部、浜田簡裁着

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

庁内巡視，

松江地・家裁浜田支部、浜田簡裁発

20分

40分
で

１

I
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広島高裁長官視察基本日程
Q

（鳥取・米子）

ノ

事務局長

長官秘書官

行
行
同
随

令和5年10月10日 （火）

12 ： 53 鳥取駅発（鳥取庁用車）

13 ： 40 鳥取地・家裁、鳥取簡裁着

13 ： 45 管内状況報告

、 14 ： 15 部総括裁判官等との懇談会

15 ： 00 陪席裁判官等との懇談会 ．

（小憩5分）

15 ： 45 一般職幹部職員との懇談会

16 ： 15 庁内巡視

16 : 50 鳥取地・家裁、鳥取簡裁発（鳥取庁用車）

分
分
分

０
０
０

３
４
４

分
分
０
０

３
３

令和5年10月11日 （水） ，

10 ： 20 鳥取地家裁米子支部、米子簡裁着

管内状況報告

10 : 50 庁内巡視 ‘

11 ： 15 裁判官及び一般職管理職員との懇談会

12 ： 25 支部長・裁判官との昼食会

13 ： 05 鳥取地家裁米子支部､米子簡裁発

分
分
分

５
５
０

２
２
６

1



広島高裁長官視察基本日程

(山口）

･事務局長

長官秘書官

同行

随行

令和5年10月27日 （金）

14 : 20 山口地・家裁、山口簡裁着

（小憩等 15分）

14： 35 管内状況報告

15 ： 25 庁内巡視 、

16 : 05 視察終了

山口地・家裁、山口簡裁発

分
分
５
０
４
４

8

令和5年12月5．日 （火）

’4 ： ’0 ‘ 山口地.家裁、山口簡裁着

14 ： 15 裁判官との懇談会 、

15 ： 20 一般職幹部職員との懇談会

16 : 30 山口地・家裁、山口簡裁発

60分

60分‘

~



広島高裁長官視察基本日程
、

（岡山）

同行事務局長

随行長官秘書官

12月12日 （火）

9 ： 18 広島駅発（のぞみ12号）

9 ： 57 岡山駅着’

10 : 00 岡山駅発（岡山庁用車）

10 : 10 高裁岡山支部.岡山地家簡裁着

10 ： 15 管内状況報告

､ 11 : 20 刑事部裁判官との懇談会

12 ： 15 支部長・所長・簡裁司掌者との昼食会

分
分
分
分

０
０
５
０

６
５
４
５

庁内巡視

高裁支部裁判官との懇談会

小憩（5分）

民事裁判官との懇談会

高裁岡山支部、岡山地家裁発

岡山駅着

岡山駅発（のぞみ35号）

13 : 00

13 ： 50 50分

~70分
ー

14 ： 45

16 : 00

16 : 10

16 ： 26

(岡山庁用車）

｛



ノ

広島高裁長官視察基本日程
、

（呉）

P

事務局長

長官秘書官

同行

随行

令和6年1月16日 （火）

高裁発（高裁庁用車）

広島地家裁呉支部、呉簡裁着

小憩（5分）

管内状況報告

小憩（5分）

裁判官及び一般職管理職員との懇談会

小憩（5分）

庁内巡視

13 ： 35

14 : 10

25．分14 ： 15

60分14 ： 45

30分15 : 50
①

16 ： 25 広島地家裁呉支部、呉簡裁発（高裁庁用車）



広島高裁長官視察基本日程

（福山・府中）

長官秘書官随行

1月26日 （金）
ｔ

広島地家裁福山支部・福山簡裁着

小憩（5分） ，

管内状況報告

小憩（5分）

庁内巡視

裁判官との懇談会

裁判官との昼食会

小憩（5分）

一般職管理職員との懇談会

1.0 : 00

3．0分10 : 05

分
分
分

０
０
５

３
６
４

10:40

11 : 10

12 ： 15

ー

30分13 ： 05

広島地家裁福山支部・福山簡裁発（高裁庁用車）

府中簡裁着

裁判官及び一般職職員との懇談会

庁内巡視

府中簡裁発（高裁庁用車）

13 : 40

14: 20

30分
6

10分14： 55

15 .:05



Ｉ

広島高裁長官視察基本日程

(大竹）

随行 長官秘書官

、 ’

1月31日 （水）

13 ： 05 大竹簡易裁判所着（高裁庁用車）
夕

13 : 10 裁判官及び庶務課長との懇談会 20分

13 : 30 庁内巡視 10分

13:40 大竹簡裁発（高裁庁用車）
／

Ｉ

I
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1

広島高裁長官視察基本日程
●

（可部）

ダ

随行 長官秘書官

2月9日 （金）

10 : 30 可部簡裁着（高裁庁用車）

10 : 35 w管内状況報告 10分

裁判官及び一般職管理職員との懇談会 20分1.0 :45

10分庁内巡視 ‘

可部簡裁発（高裁庁用車）

11． ： 10
1

《

11： 20

÷



1

広島高裁長官視察基本日程

（柳井） ”

随行長官秘書官

1月31日 （水）
！

I

山口家裁柳井出張所・柳井簡裁着（高裁庁用車）

裁判官及び庶務課長と懇談会

庁内巡視

山口家裁柳井出張所･柳井簡裁発（高裁庁用車）

》

11 ： 05

20分11 : 10

10分11 ： 35

11 ： 45



、

令和5年度広島高裁裁判官と広島地家裁裁判官との懇談会
0

開催要領（民事・家事分科会）

！

1 日時

10月30日（月.）午後3時から午後5時まで

2場所 1

大会議室（南棟3階）、第1会議室（東棟5階） 、 209号ラウンドテーブ

ル法廷（北棟2階）

（参集場所については、後日行う班割りに従い、おって参加者宛て通知する。

支部裁判官は、 ウェブ(Zoom)を利用しての参加でも構いません。 ）

3 参加者

（1） 広島高裁本庁の裁判官

（2） 広島地家裁本庁及び支部の裁判官

』

協議予定 ．

問題協議及び事件処理の在り方等についての意見交換

4



『
》

広島高地家裁裁判官（民事・家事分科会）懇談会
． 、

、 （令和5年10月30日開催）

~

当日の進行及び班別名簿について

1 班別討議

（1） 時間午後3時から午後4時30分まで

（2） 場所

① ：1班大会議室（南棟3階）

②2班第1会議室（東棟5階）

③3班． 209号ラウンドテーブル法廷（北棟2階）

（3） 参加者

別紙班別名簿のとおり

（一部ウェブ会議（ブレイクアウトルーム）での参加（での参加に

i

なります。 ）
も

2全体会

（1） 時間午後4時40分から午後5時まで

（2） 場所

各班の開催場所にてウェブ会議方式で繋いで行います。

高裁長官、高裁事務局長及び地裁所長は大会議室にお集まり ください。

以上
I



令和5年度広島高裁裁判官と広島地家簡裁裁判官との懇談会

（刑事・少年）開催要領’

1 日時
I

令和5年11月16日 （木）午後1時15分から午後5時まで（予定）
1

場所

広島高地裁大会議室（南棟3階）

参加者

広島高裁本庁の裁判官

広島地家裁本庁及び支部の裁判官

広島地裁管内の簡裁の裁判官

協議予定

問題協議及び事件処理の在り方等についての意見交換

※具体的な話題事項及び進行予定は追って配布します。

2

3

１
１
１

１
２
３

ｉ
◆
ｉ
１

4
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